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１．はじめに 
 

１－１．海外留学支援制度（大学院学位取得型）の趣旨・目的  

海外留学支援制度（大学院学位取得型）（以下「本制度」という。）は、諸外国（地域）に所在

する大学（以下「留学先大学」という。）へ留学する日本人学生等に対し、独立行政法人日本学生

支援機構（以下「機構」という。）が、国費により学修・研究活動に必要な経費を支援することに

より、留学生交流の一層の拡充を図り、日本と諸外国との相互理解と友好親善を増進し、国際的に

も指導的立場で活躍できる優秀な人材の育成及び高度化に努め、グローバル人材の育成に必要な日

本人学生等の海外留学を促進するとともに、日本の国際化・国際競争力強化に資することを目的と

します。 

 

 

１－２．派遣学生の定義  

「派遣学生」とは、修士又は博士の学位を取得するために、諸外国（地域）に所在する大学（以下 

「留学先大学」という。）に留学（日本の大学と外国の大学との間におけるジョイント・ディグリ

ー及びダブル・ディグリー等国際共同学位プログラムによる留学を含む。）する日本人学生等で、

留学先大学における学位取得のための正式な教育課程に在籍する間、本制度により学修・研究活動

に必要な経費の支援を受ける者とします。 

 

 

１－３．個人情報の取り扱いについて  

提出された個人情報は、本制度実施のために利用します。また、行政機関及び公益法人等から奨

学金の重複受給の防止などのために照会があった場合は、必要に応じて提供します。そのほか、こ

の利用目的の適正な範囲において、機構の関連部署・大学・在外公館・行政機関・公益法人及び本

業務の委託先に必要に応じて提供し、その他の目的には利用しません。 

 

 

１－４．海外留学支援制度（大学院学位取得型）の財源について  

本制度は、日本政府から交付される補助金を財源に実施しており、「補助金等に係る予算の執行 

の適正化に関する法律」（昭和37年８月27日法律第179号）の適用を受けます。 

したがって、不正な手段により補助金の交付を受けた者、又は補助金を他の用途に使用した者に

は、交付の取り消しや返還命令が行われ、場合によっては刑事罰が課されることがありますので、

「募集要項」や「派遣学生の手引き」等に定める規定や手続きを遵守してください。 

 

１－５．照会先  

独立行政法人日本学生支援機構 

    留学生事業部海外留学支援課学位留学係 

   Ｅメール: iso3@jasso.go.jp 

   ※Ｅメールは、留学先大学の指導教員からの「留学評価書」（様式Ｇ－３）の送付先です。 

   ※派遣学生の各種書類の提出先はMoodleです。Ｅメールでは受け付けません。 
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１－６．2019年度海外留学支援制度（大学院学位取得型）派遣学生の手引き  

「海外留学支援制度（大学院学位取得型）派遣学生の手引き 2019年度版（個人応募用）」（以下 

「手引き」という。）は、本制度に関する各種手続きの手順を示したものです。 

「派遣学生の手引き」や各種様式は毎年度見直し、更新します。 

2019年度新規採用者（以下「新規採用者」という。）並びに平成30年度以前採用者（以下「継続 

採用者」という。）においては、2019年度は本手引き及び以下のホームページに掲載の各種様式並

びに各種連絡に従ってください。 

 

URL：https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_a/scholarship/daigakuin/2019.html#01 

 

 

１－７．2019年度からの変更点  

（１）【重要】授業料支給申請方法の変更について： 

2019年度からは、各年度（４月～翌年３月）に派遣学生が受給する授業料の上限が250万円以下で 

ある必要はありますが、各学年で250万円以下かどうかは問いません。 

また、円換算後の授業料支援額について、これまでは千円未満を切り捨てして支給していました 

が、2019年度より千円未満の切り捨ては行いません。このほか、履修登録料についても支援するこ

ととしました。詳細は「４－４．授業料についての基本事項及び支給申請」をご確認ください。 

なお、継続採用者に対する2019-2020学年（新学年）の授業料は、2018-2019学年（旧学年）の授 

業料の精算が完了するまで申請も支給もできませんので、ご注意ください。 

 

（２）応募区分としての学位（修士・博士）の変更について： 

2019年からは、応募区分「修士」で採用された派遣学生が、指導教員等の留学先大学からの推薦

等により、支援期間中に博士課程に移行する必要が生じた場合、本制度審査会での再審査に合格し

た場合に限り、変更を認めます。 

その場合、支援期間は本制度の支援開始月から「３年」になります。 

なお、「修士」で採用された派遣学生が最長２年の支援期間満了後に博士課程での支援を希望す 

る場合は、再審査ではなく、本制度に改めて応募し、新たに採用される必要があります。再審査に

関する詳細は「５－４．留学先大学の変更」をよく確認してください。 
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［各種手続き申請システム「Moodle」【全派遣学生共通】］  

 

２．各種申請手続きシステム「Moodle」の確認 
 

２－１.各種手続き申請システム「Moodle」について  

派遣学生として採用後、機構への各種事務手続きの申請や問い合わせ等は、全て「Moodle」を通 

じて行います。 

 Moodle（URL）：https://jasso-kaigai.net/login/index.php 

 

２－２.「Moodle」における各種書類のパスワードについて  

ログインには、機構から配付されているIDと初期パスワードを使用します。 

ログインパスワードは、自由に変更しても構いません。 

2019年度より、Moodleでの提出物はパスワードを設定しなくても構いませんが、機構から個別に 

お知らせする承認通知については、パスワードを設定しています。その際のパスワードは、初期パ

スワードであり、支援期間を通じて変更予定はありません。そのため、機構から配付した初期パス

ワードの文書を紛失しないようにしてください。 

万が一、初期パスワードを紛失した場合には、再発行の手続きが必要となります。 

 

２－３.「Moodle」における提出時の留意事項  

Moodleで各種書類を提出するときには、必ず最後まで「書類が提出できているか」を画面で確認 

してください。しばしば、提出の一歩手前の「下書き」状態で終わっていることがあります。しか

し、派遣学生が編集可能な「下書き」状態では、機構は提出書類を受理することは出来ません。書

類を提出するときには、必ず「提出」されていることを確認するようにしてください。 
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［新規採用者の手続き］ 

３．2019年度応募者の支援開始手続き 
 

３－１．支援開始手続き   

        機構から「採用」の通知（以下「採用通知」という。）を受けた者が、正式に本制度の派遣学生 

として登録され、奨学金・授業料の支給を受けるためには、以下に掲げる所定の支援開始手続きが 

必要です。支援開始月に応じて、下表の必要書類を機構に提出してください。授業料の申請に関す 

る詳細は、「４－４．授業料についての基本事項及び支給申請」を参照してください。 

    支援開始手続き及び支給申請の両方が完了してから、奨学金・授業料の送金を開始します。「４ 

－２．奨学金等支給申請スケジュール」及び「４－３．奨学金の支給申請（毎月）」をよく確認し 

てください。 

なお、過去に本制度の派遣学生として支援を受けた者が再応募し、再度採用された場合は、新し 

い個人番号を付与し、新たな採用者として取り扱いますので、改めて支援開始手続きを行ってくだ

さい。 

 

●提出期限：支援開始月の前月20日まで（必着） 

※４月支援開始の場合は４月５日（金)午前９時（日本時間）まで（必着） 

※留学前の採用者は学修・研究活動を開始する前に、留学中の採用者は新たな学年

が始まる前に必ず提出してください。 

 

提出書類 提出先 備考 

１）「支援開始に係る届出書」（様式３） Moodle 

 

－ 

２）無条件入学許可書又は在籍確認書（写） 和訳添付 

３）学士号取得証明書※該当の場合 応募時に学部在学中の者 

４）退職証明書※該当の場合 応募時に在職中の者 

５）「授業料納付額申請書/報告書」（様式４） － 

６）授業料の請求書・領収書等の補足資料 和訳添付 

 

 ＜留意事項＞ 

○４）は、応募時から支援開始時までの間に、大学又は企業等に在職（短時間労働者を除く。）

していた場合に、その大学又は企業等を退職したことが分かる証明書を提出してください。 

○採用通知に記載された支援期間を変更する場合には、「期間変更申請書」（様式Ｄ）により

変更手続きを行ってください。詳細は、「５－３．支援期間の変更」を参照してください。 

 

３－２．支援開始手続きに係る諸注意事項  

（１）留学先大学における学修・研究活動が開始する前までに、上表の支援開始手続きに係る書類

１）～６）が提出されない場合は、採用を取り消します。また、留学前の採用者は留学先大

学における学修・研究活動を開始した後に、留学中の採用者は新しい学年を開始した後に、

支援開始手続きに係る書類が提出された場合にも、採用を取り消します。   

※３）、４）は、該当する採用者のみ。 

 

（２）提出期限後に上表の書類が提出された場合には、奨学金・授業料の送金が支援開始月の翌月

以降になる可能性があります。 

 

（３）３月支援開始者については、2020年２月20日（木）までに支援開始に係る書類が提出されな

い場合、「奨学金支給申請書」（様式Ｂ－１）及び「在籍確認書」（様式Ｂ－２）が提出さ

れても、2019年度分の奨学金・授業料は支給できません。 

- 6 - 



2019年度派遣学生の手引き（個人応募用） 

 

（４）支援開始手続きに係る書類において、支給対象ではないことが判明した場合には採用を取り 

消します。 

 

（５）「トビタテ！留学JAPAN 日本代表プログラム」を除く他の奨学金との併給は可能です。ただ

し、本制度による支援は2019年度中に開始する必要がありますので、他の奨学金を受給する

ために本制度の奨学金受給期間を2020年度以降にずらすことはできません。 

※本制度による支援の１年目を辞退し、２年目から本制度の奨学金・授業料を受給すること

も不可。 
 

なお、各種変更手続きや、採用取り消しに係る事項は、「５．必要に応じて行う手続き（辞退、

各種変更について）」及び「７．採用の取り消し、奨学金等の打ち切り」の章に記載しています

ので、よく確認してください。 
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［各種手続き【全派遣学生共通】］ 

 

４．奨学金等の支給 
 

本章では、奨学金及び授業料（以下「奨学金等」という。）の支給に係る手続きの手順及び留意

事項について説明します。 

 

４－１．奨学金等の支給額の決定  

（１）奨学金月額 

奨学金月額は、派遣学生が支援開始手続き時に機構に登録する留学先大学が所在する都市の地域

区分に応じて決定します。留学先大学によっては、複数の都市にキャンパスがある場合があります

が、派遣学生が実際に通うキャンパスの所在都市を登録してください。また、指定都市については、

該当する都市が限られているため、留学先大学が所在する住所を確認し、住所の表記の中に該当す

る指定都市名が入っているかどうかよく確認してください。 

 

≪例≫・アメリカ合衆国のロサンゼルスは指定都市ですが、ロサンゼルス近郊は指定都市ではあり

ません。 

   ・ワシントンD.C.は指定都市ですが、ワシントン州は指定都市ではありません。 

 

なお、それぞれの地域区分は、「国家公務員等の旅費に関する法律」とそれに基づく「国・地域 

コード表」によります。（別紙参照。） 

 

＜留学先地域による奨学金月額＞ 

地域区分 奨学金月額 

指定都市 148,000円 

甲地域 118,000円 

乙地域 104,000円 

丙地域 89,000円 

 

ただし、現地調査により留学先大学を一時的に離れる場合（留学先国・地域での一時不在の場合） 

には、下表のとおり奨学金月額が変更になるときがあります。「５－２．派遣学生の留学先国・地

域での一時不在」も併せて確認してください。なお、現地調査であっても、日本に滞在する場合は、

奨学金の支給対象外です。 

 

＜奨学金月額が変更になるとき＞ 

 条件１ 条件２ 奨学金月額 

１ 月初日から月末日まで丸１

か月、現地調査先の都市に滞

在し、学修・研究活動をする 

滞在する都市の地

域区分が１種類 

現地調査先の都市の地域区分の月額と

する。 

２ 月初日から月末日まで丸１

か月、現地調査先の都市に滞

在し、学修・研究活動をする 

滞在する都市の地

域区分が２種類以

上 

当該支給対象月に、滞在日数が多い方

の地域区分の月額とする。また同日数

の場合は、金額が高い方の月額とする。 

３ ひと月のうちに、留学先大学の所在都市と現地調査

先の都市とに滞在し、学修・研究活動をする 

留学先大学の所在都市の地域区分の月

額とする（基本どおり）。 

※当該支給対象月における、それぞれ

の都市の滞在日数は考えません。 
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（２）授業料 

授業料支援額については、提出された「授業料納付額申請書／報告書（様式４）」及び授業料の 

請求書・領収書等の補足資料に基づき、2019年度分として、上限250万円の範囲内で機構が決定しま

す。 
 

４－２．奨学金等支給申請スケジュール  

奨学金等は、下表のスケジュールに基づき支給申請を行ってください。 
 

支給申請対象奨学金等 提出締切日（日本時間） 送金予定日 

４月分奨学金並びに４月開始者及び

継続採用者の授業料 
４月９日（火）午前９時必着 ４月 25 日（木） 

５月分奨学金及び授業料 ５月８日（水）午前９時必着 ５月 27 日（月） 

６月分奨学金及び授業料 ６月６日（木）午前９時必着 ６月 26 日（水） 

７月分奨学金及び授業料 ７月４日（木）午前９時必着 ７月 29 日（月） 

８月分奨学金及び授業料 ８月６日（火）午前９時必着 ８月 27 日（火） 

９月分奨学金及び授業料 ９月５日（木）午前９時必着 ９月 26 日（木） 

10月分奨学金及び授業料 10月４日（金）午前９時必着 10 月 28 日（月） 

11月分奨学金及び授業料 11月６日（水）午前９時必着 11 月 27 日（水） 

12月分奨学金及び授業料 12月５日（木）午前９時必着 12 月 20 日（金） 

１月分奨学金及び授業料 １月７日（火）午前９時必着 １月 28 日（火） 

２月分奨学金及び授業料 ２月５日（水）午前９時必着 ２月 26 日（水） 

３月分奨学金及び授業料 ３月５日（木）午前９時必着 ３月 27 日（金） 

 
＜留意事項＞ 

【新規採用者のみ】 

○新規採用者については、支援開始手続きが完了した後に送金します。支給申請が完了してい

ても、支援開始手続きが完了するまでは送金できません。 
   

【全派遣学生共通】 

○本制度は、日本政府から交付される補助金を財源としていることから、国の予算成立が大幅

に遅れた場合等、４月の送金が遅れることがあります。その場合は、別途連絡します。 

○振込予定日より送金が遅れる場合は、別途連絡します。 

  ○当該月の提出締切日以降（ただし当該支給対象月中）に「奨学金支給申請書」（様式Ｂ－１）

及び「在籍確認書」（様式Ｂ－２）（以下「奨学金支給申請書類」という。）が提出された

場合は、翌月の送金となります。 

○2020年３月５日（木）９時を過ぎてから「奨学金支給申請書類」が到着した場合、2019年度 

分の奨学金等は送金できません。 

 

≪例≫６月分奨学金の場合（時間は日本時間です） 

提出時期 送金時期 
①６月６日（木）午前９時までに提出 ６月 26 日（水）送金 
②６月６日（木）午前９時 01 分～６月 30 日（日）23 時 

59 分までに提出 
７月 29 日（月）送金 
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③６月 30 日（日）23 時 59 分までに提出が確認できなか 
った場合 

６月分奨学金の支給なし 

 

 

４－３．奨学金の支給申請（毎月）  

（１）在籍確認と支給申請 

奨学金を受給するためには、毎月、機構に奨学金支給申請書類を提出する必要があります。 

機構は、派遣学生が留学先大学に在籍していることを確認した上で、ひと月ずつ支給します。以

下の要領に従い申請してください。 

なお、奨学金支給申請書類の記載に不備がある場合は、不備が解消するまで、再提出することに

なります。 

 

●提出期限：「４－２．奨学金等支給申請スケジュール」に基づく。 

 

提出書類（PDFデータ） 書類作成者 提出先 

１）奨学金支給申請書（様式Ｂ－１） 派遣学生 Moodle 

２）在籍確認書（様式Ｂ－２） 派遣学生・留学先指導教員 

 

 ＜留意事項＞ 

  ○２）について、留学先大学の規程等により「指導教員」による作成・署名が難しい場合は、 

例外的に「留学先大学の事務担当者」が作成・署名することができます。 

 

（２）奨学金が支給されない場合 

留学先大学において学修・研究活動を行っている場合であっても、支給対象月の末日の23時59分

までに、Moodleの指定場所に、①奨学金支給申請書（様式Ｂ－１）が提出されないとき、②在籍確

認書（様式Ｂ－２）が提出されないとき、③奨学金支給申請書（様式Ｂ－１）や在籍確認書（様式

Ｂ－２）の不備が解消されたものが再提出されないときは、当該支給対象月の奨学金を支給しませ

ん。「５－２．派遣学生の留学先国・地域での一時不在」を併せて確認してください。 

 

 

４－４．授業料についての基本事項及び支給申請  

（１）本制度の支援対象となる授業料について 

  機構は、学位取得に必要な授業料（Tuition）を支援します。必要経費であっても、正規課程に 

入学する前の語学研修等の費用、入学金、保険料、交通費、食費、寮費、スポーツ施設料、学生自 

治会費、書籍代等の諸経費は支援対象となりません。 

※１ 学位取得に必要な授業料ではあるものの、「授業料」という単語ではなく、別の名称で請求書 

に記載されているものは、明細書と明確な説明があれば内容によって支援対象とします。 

※２ 履修登録料については、2019年度より支援対象とします。 

※３ 授業料が免除された場合や、TA（Teaching Assistant）やRA（Research Assistant）等の報酬

を授業料として得る場合、併給する他の奨学金団体から授業料が支給される場合等は、実質派

遣学生本人の費用負担が発生していないため、支援対象となりません。 

※４ 他の奨学金が貸与型やローンの場合は、派遣学生の負担額とみなします。 
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（２）現地通貨額から日本円への換算について 

現地通貨額（以下「現地額」という。）で請求される授業料を日本円に換算するときには、例年

４月１日付けで適用される「出納官吏事務規程第14条及び第16条に規定する外国貨幣換算率を定め

る等の件」に基づき、年度ごと（４月～翌年３月）に算出します。 

そのため、年度をまたぐ学期の授業料を申請するときには、申請書類は一度に提出して構いませ

んが、支給額は2020年３月までの分は2019年度の換算率（平成30年12月25日財務省告示第341号）、

2020年４月以降分については、2020年度の換算率でそれぞれ算出します。 

≪例≫2019年９月～2020年８月分の授業料申請の場合 

   ・2019年９月～2020年３月分の授業料は、2019年度の円換算率で算出。 

・2020年４月～2020年８月分の授業料は、2020年度の円換算率で算出。 

（３）授業料支援額の上限について 

留学先大学から請求された金額のうち、250万円が2019年度に申請できる上限です。 

2019年度分（2019年４月～2020年３月分）として、留学先大学からの請求額を2019年度の円換算

率で算出したときに、250万円までは支給可能です。 

250万円を超える分については上限に収まるように調整し、250万円を超えた分については、一切

支給できません。 

 

（４）機構からの授業料支援額の算出について 

派遣学生の授業料について、機構が支援する金額の算出方法は以下のとおりです。端数処理は、 

円換算率を乗じる前に小数点第４位を四捨五入し、円換算率を乗じて授業料支援額（日本円）を算

出した後に小数点以下を切り捨てします。以下の計算式で求められた金額が250万円を超えるときは、

250万円におさまるように調整して支給します。詳細は「（５）授業料の支給イメージ」の例を参照

してください。 

 

・〔授業料（現地額）÷当該授業料の対象総月数×当該年度の月数〔小数点第４位を四捨五入〕〕 

×当該年度の円換算率＝授業料支援額（日本円）〔小数点以下を切り捨て〕 

 

（５）授業料の支給イメージ 

≪例１≫【年度250万円を超えないパターン】前提：１年分の一括払い     

・留学先国・地域：アメリカ合衆国（＄）      

・１年分の授業料：20,000＄      

・平成30年度円換算率：112円        

  ・2019年度円換算率：110円        

・2020年度円換算率：111円（仮）       

 

20,000＄ 20,000＄

2018年9月～2019年8月分授業料支給申請 2019年9月～2020年8月分授業料支給申請

・・・ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 ・・・

①1,306,666円 ②916,666円 ③1,283,333円 ④924,999円

【2019年度総支給額】②＋③＝2,199,999円

 2018（H30）年度 2019年度 2020年度

 

 

①20,000＄÷12月（対象期間の総月数）×7月（平成30年度月数）×112円（平成30年度円換算率）
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≒1,306,666円【平成30年度分】           

②20,000＄÷12月（対象期間の総月数）×5月（2019年度月数）×110円（2019年度円換算率）

≒916,666円【2019年度分】         

③20,000＄÷12月（対象期間の総月数）×７月（2019年度月数）×110円（2019年度円換算率）

≒1,283,333円【2019年度分】         

④20,000＄÷12月（対象期間の総月数）×5月(2020年度月数）×111円（2020年度円換算率）

≒924,999円【2020年度分】         

 

 

≪例２≫【年度250万円を超えるパターン】前提：１年分の一括払い        

・留学先国・地域：アメリカ合衆国（＄）      

・１年分の授業料：30,000＄       

・平成30年度円換算率：112円       

・2019年度円換算率：110円        

・2020年度円換算率：111円（仮）       

 

30,000＄ 30,000＄

2018年9月～2019年8月分授業料支給申請 2019年9月～2020年8月分授業料支給申請

・・・ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 ・・・

①1,960,000円 ②1,375,000円 ⑤1,125,000円（※③は年度上限を超えるため調整） ④1,387,500円

×【2019年度総支給額】②＋③＝3,300,000円≧2,500,000万円超える

◎【2019年度総支給額】②＋⑤＝2,500,000円 ※調整後

 2018（H30）年度 2019年度 2020年度

 

 

①30,000＄÷12月（対象期間の総月数）×7月（平成30年度月数）×112円（平成30年度円換算率）

≒1,960,000円【平成30年度分】         

②30,000＄÷12月（対象期間の総月数）×5月（2019年度月数）×110円（2019年度円換算率）

≒1,375,000円【2019年度分】         

③30,000＄÷12月（対象期間の総月数）×７月（2019年度月数）×110円（2019年度円換算率）

≒1,925,000円【2019年度分】         

④30,000＄÷12月（対象期間の総月数）×5月(2020年度月数）×111円（2020年度円換算率）

≒1,387,500円【2020年度分】         

  

【年度250万円を超えたとき】 

※1,375,000円（②）＋1,925,000円（③）＝3,300,000≧2,500,000円    

⇒⑤年度上限2,500,000円－1,375,000円（②）＝1,125,000円 【2019年９月～2020年３月に支

給可能な金額】 

         

②と③それぞれの金額は250万円以内ですが、年度で計算した時に②を支払った後に③を支払う

と250万円を超えてしまいます。        

そのため、年度上限である250万円から、すでに支払済みの②を差し引いた金額が2019年度内に

支給できる金額になります。 

 

 ※例２の場合、新規採用者で2019年９月から始まる場合は、③の金額は年度上限額である250万円

を超えないため、金額の調整は不要です。つまり、③1,925,000円満額を支給申請できます。 

 

（６）2019-2020学年（新学年）の年間授業料の支給申請【全派遣学生共通】 

派遣学生は、年間授業料又は学期授業料が請求書等で判明次第、以下の提出期限を参照し、機構
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に「授業料（年額）概算申請」をしてください。派遣学生からの申請に基づき、機構は2019-2020

学年の授業料支援額を決定します。申請書類について不備や内容に確認事項があった場合、不備の

解消又は確認事項の解決後に、授業料支援額を決定します。 

年間授業料がTA・RA等により全額免除であった場合でも、授業料の本人負担額は０円であるとい

う報告は、下表の提出書類により必ず行ってください。 

 

 ●提出期限：【新規採用者】初回は支援開始手続きに同じ（支援開始月の前月20日まで） 

              支援開始月の前月20日までに間に合わないときには、確定次第でき 

るだけ速やかに 

       【継続採用者】随時 

※ただし、遅くとも2019年２月20日（木）までに提出してください。 

提出書類（PDFデータ） 書類作成者 提出方法 備考 

１）「授業料納付額申請書/報告書」（様式４） 派遣学生 Moodle － 

２）授業料の請求書・領収書等の補足資料 留学先大学 ※和訳添付 

＜留意事項＞ 

以下に注意して提出してください。 

 

【全派遣学生共通】 

a. 留学先大学のホームページや入学許可書等は、授業料の申請書類となりませんので注意し

てください。 

b. 授業料請求書・領収書等は、留学先大学が派遣学生本人宛に発行し、当該書類発行日及び

授業料額が明記されている書類を提出してください。 

c. 授業料額記載箇所（現地通貨単位（又は留学先大学に支払う通貨単位）が明記されている

箇所）は、分かりやすくマーカーで示してください。 

d. 請求書が領収書を兼ねていることがあります。請求書として提出する場合には和訳として

「請求書」と、領収書として提出する場合には和訳として「領収書」と書き入れてくださ

い。 

e. 学期ごとの請求により年間授業料が請求書で示せない場合で、１学期分の請求書等により、

概算で年額を申請するときは、申請にあたりその積算額の根拠を請求書等や別紙で示して

ください。 

f. 本制度の支援対象となる授業料については、「（１）支援対象となる授業料について」を

参照してください。 

g. 本制度では、2019年度分の奨学金等は2019年度内に支給しなければならないことから、 

2020年３月５日（木）午前９時までに「奨学金等支給申請書等」がMoodleの指定場所に提

出されない場合は、2019年度分の奨学金・授業料は支給できません。そのため、機構が授

業料支援額を決定できるよう、遅くとも2020年２月20日（木）までに必ず「授業料納付額

申請書/報告書」（様式４）授業料の請求書・領収書等の補足資料を機構に提出してくださ

い。 

h. 送金予定日は、「４－２．奨学金等支給申請スケジュール」のとおりです。 

 

【新規採用者のみ】 

a.支援開始手続きに係る書類を提出するまでに、授業料の請求書・領収書等の補足資料を提出

することが困難な場合は、当該書類の提出が遅れる旨の理由書（様式任意。作成年月日、本

人の署名又は捺印、遅れる理由、提出見込時期の記載が必須です。）を提出してください。 

b.本制度では、2019年度分の奨学金等は、2019年度内に支給しなければならないことから、支 

援開始月が年度末（２月や３月）の場合は、特に提出期限を厳守してください。2020年２ 

月20日（木）までに支援開始に係る書類が提出されない場合は、その採用者の2019年度分 

の奨学金・授業料は支給できません。 

 

【継続採用者のみ】 

a.継続採用者については、2018-2019学年（旧学年）の授業料の精算が完了するまで、2019-2020

学年（新学年）の授業料の支給申請はできません。 
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（７）継続採用者の年度をまたぐ授業料支払残額の支給について 

①2018-2019学年（旧学年）分 

Ａ．継続採用者の授業料支払残額の通知 

継続採用者について、2019年３月下旬に通知した「2019年度継続支援の決定について」（以

下「2019年度継続通知」という。）において、年度をまたぐ学期の授業料支払残額を含む2019

年度の【支援内容】をお知らせしています。 

「2019年度継続通知」に記載の【支援内容】の「留学先大学」、「留学先国・地域」、「支

援期間」、「奨学金月額（地域区分）」に変更がある場合は、本手引きの「５．必要に応じて

行う手続き（辞退、各種変更について）」を参照の上、「資格及び条件変更申請書」（様式Ｅ）

により機構に届け出て、機構の承認を受けてください。 

留学先大学からの授業料請求額や派遣学生本人が留学先大学に支払っている額（以下「本人

負担額」という。）に変更があり、「2019年度継続通知」の「６．授業料（2018-2019学年）」

に記載の金額（以下「支給予定額」という。）と異なる場合には「Ｂ．授業料支払残額の調整

方法」及び「Ｃ.授業料支払残額の精算」を参照してください。 

なお、継続採用者で「2019年度継続通知」の支給予定額が250万円の場合は、授業料支援額 

の上限250万円の制約により、2019年度中には2019-2020学年（新学年）分の授業料は支給でき

ませんので、注意してください。 

Ｂ．授業料支払残額の調整方法 

平成30年度中に申請された2018-2019学年の授業料について、機構は派遣学生に対し、平成

30年度分（～2019年３月分）までは平成30年度中に支給し、2019年４月には「2019年度継続通

知」の「６．授業料（2018-2019学年）」に記載の支給予定額を、2019年４月分の奨学金とと

もに送金します。ただし、以下に該当する場合は、次のとおり取り扱います。 

 

a. 平成30年度中に納付報告及び精算が終わっていない2018-2019学年の授業料の請求額に変

更があり、機構からの支給予定額より減額になる場合 

i. 「（４）機構からの授業料支援額の算出について」の計算式を用い、減額後の授業料を、 

当該授業料の対象総月数で割り、2019年３月分までの月数と2019年４月以降分の月数を 

乗じて、それぞれの金額を算出し、次のとおり円換算します。 

ⅱ.2019年３月分までの返納額は、減額前の金額（支給済額）から、iで算出した金額に平

成30年度の円換算率で算出した金額を引いた額になります。千円未満は切り捨てます。 

ⅲ.2019年４月以降分の返納額は、「2019年継続通知」に記載の支給予定額から、iで算出 

した金額に2019年度の円換算率で算出した金額を引いた額になります。千円未満の切り

捨ては行いません。 

ⅳ.以上のⅱとⅲを合計した金額を、機構に返納してください。 

 

b. 平成30年度中に納付報告及び精算が終わっていない2018-2019学年の請求額に変更があり、

機構からの支給予定額より増額になる場合 

i.「（４）機構からの授業料支援額の算出について」の計算式を用い、増額後の授業料を、 

当該授業料の対象総月数で割り、2019年３月分までの月数と2019年４月以降分の月数を 

乗じて、それぞれの金額を算出し、次のとおり円換算します。 

ⅱ.2019年３月分までの追給額は、iで算出した金額に平成30年度の円換算率で算出した金 

額から、増額前の金額（支給済額）を引いた額になります。ただし、年度又は学年で年 

間授業料が250万円を超えている場合は、250万円を当該授業料の対象総月数で割り、算 

出します。いずれの場合も千円未満は切り捨てます。 

ⅲ.2019年４月以降分は、継続支援者であれば追加で支給します（2019年３月で支援を終了 

した派遣学生は支給対象外です）。2019年４月以降分は、iで算出した金額に2019年度の 

円換算率で算出した金額から、「2019年継続通知」に記載の支給予定額を引いた額にな 

ります。千円未満の切り捨ては行いません。 
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2019年度派遣学生の手引き（個人応募用） 

ⅳ.以上のⅱとⅲを合計した金額を、機構に支給申請してください。 

 

c.年度をまたぐ学期の履修登録料について 

2019年度から履修登録料の支援を行うことにしました。年度をまたぐ学期分の履修登録料 

については、b.に準じた計算方法で支給します。ただし、平成30年度中に終了した学期の登

録料は支給できませんので、注意してください。なお、請求書に学期ごとの金額が明記され

ず、学年分の金額のみ記載されている場合は、学年分の金額を月割りにした上で、年度をま

たぐ学期分の登録料を算出し支給します。 

 

Ｃ．授業料支払残額の精算 

授業料支援額に変更がある場合には、以下のとおり手続きを行ってください。 

a. 返納が生じる場合 

「Ｂ．授業料支払残額の調整方法」により返納が生じる場合は、返納額を算出した上で、 

下表の１）～３）を機構に提出してください。機構は「授業料（年額）確定申請」により変

更後の授業料支援額を決定し、指定された口座に送金します。 

なお、提出書類の作成方法については「（６）2019-2020学年の年間授業料の支給申請」を、

授業料支援額の返納給については、「４－５．奨学金等の送金について（３）授業料納付報

告及び授業料支援額の精算」を、併せて参照してください。 

 

●提出期限：判明次第速やかに 

 

提出書類（PDFデータ） 書類作成者 提出方法 備考 

１）「授業料納付額申請書/報告書」（様式４） 派遣学生 Moodle － 

２）授業料の請求書・領収書等の補足資料 留学先大学 該当箇所に

マーカーを

行い、和訳も

添付するこ

と。 

３）「資格及び条件変更申請書」（様式Ｅ） 派遣学生 返納が生じ

る場合のみ 

 

b. 追加支給が生じる場合 

「Ｂ．授業料支払残額の調整方法」により追加支給が生じる場合は、追給額を算出した上

で、下表の１）～２）を機構に提出してください。機構は「授業料（年額）確定申請」によ

り変更後の授業料支援額を決定し、指定された口座に送金します。 

なお、提出書類の作成方法については「（６）2019-2020学年の年間授業料の支給申請」を、

授業料支援額の追加支給については、「４－５．奨学金等の送金について（３）授業料納付

報告及び授業料支援額の精算」を、併せて参照してください。 

 

●提出期限：４月（以降）の支給申請時に提出 

※「４－３．奨学金等支給申請スケジュール」参照。 

 

提出書類（PDFデータ） 書類作成者 提出方法 備考 

１）「授業料納付額申請書/報告書」（様式４） 派遣学生 Moodle － 

２）授業料の請求書・領収書等の補足資料 留学先大学 該当箇所にマー

カーを行い、和訳

も添付すること。 
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≪授業料の支給イメージ（継続採用者）≫ 

4月 3月 4月

第1学年 第2学年 第3学年

②授業料概算額又は確定額
　 により支給申請

①4月に精算による調整（該
　 当の場合）＋支払残額支給

③4月に精算による調整（該
　 当の場合）＋支払残額支給

 

②2019-2020学年分 

2019年度中に申請される年度をまたぐ学期の授業料のうち、2020年度（2020年４月～2021年３月）

分については、留学先大学からの請求額を2020年度の円換算率に基づき算出した額を、2020年４月

に支給する予定です。2020年度分については、新たに2020年度の申請上限金額が設けられます。詳

細については、2019年度末に通知や手引きにてお知らせします。 

 

 

４－５．奨学金等の送金について  

（１）奨学金 

奨学金は、指定された振込口座に送金します。振込予定日は、「４－２．奨学金等支給申請スケ

ジュール」のとおりです。 

「奨学金支給申請書」（様式Ｂ－１）及び「在籍確認書」（様式Ｂ－２）を各月定められた提出

締切日（「４－２．奨学金等支給申請スケジュール」参照）までに必ず機構に提出してください。 

 

（２）授業料 

授業料は「授業料納付額申請書/報告書」（様式４）及び授業料の請求書・領収書等の補足資料に

より機構が決定した授業料支援額を、指定された振込口座に送金します。留学先大学の授業料の納

付期限により、派遣学生が留学先大学に納付した後の送金となる場合があります。 

なお、授業料は年度（日本の会計年度）ごとに支給します。したがって、2019年度内に支給する

授業料は2019年４月から2020年３月分までの授業料であり、2020年４月以降分は2020年４月以降に

支給します。 

 

（３）授業料納付報告及び授業料支援額の精算 

派遣学生が、留学先大学へ授業料を納付した後、機構は、派遣学生本人負担額（派遣学生が留学

先大学に支払っている額）と機構が支給した額の元となる現地額（以下「機構支給額」という。）

が同額かを確認します。本人負担額と機構支給額が一致していない場合は、調整（返納又は追加支

給）を行います。 

本人負担額と機構支給額が一致している場合には、下表の１）及び２）だけを機構に提出してく 

ださい。 

本人負担額が機構支給額より少なく、返納が必要な場合は、下表の１）、２）及び３）を提出し 

てください。「４－６．奨学金等の返納について」も参照してください。 

本人負担額が機構支給額より多く、追加支給が必要な場合は、下表の１）及び２）を提出し、追 

加支給額を支給申請してください。詳細は、「４－４．授業料についての基本事項及び支給申請（８）

2019-2020学年の年間授業料の支給申請」を参照してください。 

 

●提出期限：派遣学生が留学先大学へ授業料を納付した後速やかに 

 

提出書類（PDFデータ） 書類作成者 提出方法 備考 

１）「授業料納付額申請書/報告書」（様

式４） 

派遣学生 Moodle － 
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２）授業料の領収書等の補足資料 留学先大学 該当箇所にマーカーを行

い、和訳も添付すること。 

３）「資格及び条件変更申請書」（様式Ｅ） 派遣学生 返納が生じる場合のみ 

 

＜留意事項＞ 

○既に支給済みの授業料を返納する場合には、３）「資格及び条件変更申請書」（様式Ｅ）の

「７．資格及び条件に係る変更の内容」について、「奨学金・授業料返納」を選択し、「変

更後」欄について、返納額が確定している場合にはその金額を記入してください。返納額が

確定していない場合には返納額を具体的に書く必要はありませんが、①「授業料」の返納で

あること、②返納になる事由について記入してください。 

  

 なお、継続採用者は、2018-2019学年が終わるまでに、必ず本手続きにより2018-2019学年まで 

の授業料の精算を行ってください。精算が終わるまでは、2019-2020学年以降の授業料支給申請 

を受け付けられません。返納や追加支給の手続きも、精算額の確定後１か月以内を目途に、でき 

るだけ速やかに行ってください。 

 

 

４－６．奨学金等の返納について  

一時不在や授業料の減額、支援辞退等により、奨学金等の返納が必要となったときは、それぞれ

の事由に一致する様式とともに、「資格及び条件変更申請書」（様式Ｅ）を提出してください。機

構に返納する金額が確定次第、機構からの返納依頼に関する通知文書を送付します。当該通知文書

に記載の振込期限までに、同文書に記載の振込先に返納をしてください。 

2019年度に支給された奨学金等の返納は、遅くとも2020年４月３日（金）までに行う必要があり

まあす。返納が生じる場合は、早急に機構に連絡してください。 

 

 【2019年度に機構から送金した奨学金等の「最終」返納期限】 

2020年４月３日（金） 
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５．必要に応じて行う手続き（辞退、各種変更について） 
 

５－１．採用又は支援辞退  

派遣学生として採用された者が支援を開始する前に採用を辞退する場合（以下「採用辞退」とい 

う。）、又は現在支援を受けている派遣学生が支援を辞退する場合（以下「支援辞退」という。）

は、速やかに以下の書類を機構に提出してください。 

なお、現在支援を受けている派遣学生については、送金済みの奨学金等の返納を求める場合があ

ります。 

 

●提出期限：採用又は支援を辞退する場合、速やかに 

 

（１）採用辞退の場合 

提出書類（PDFデータ） 提出先 

１）「採用・支援辞退届（個人応募用）」（様式Ｃ） Moodle 

 

（２）支援辞退の場合 

返納の有無や、返納金額について機構に照会するときには、直近の支給状況をお知らせください。

また、「４－６．奨学金等の返納について」も参照してください。 

 

提出書類 提出方法 備考 

１）「採用・支援辞退届」（様式Ｃ） Moodle － 

２）「資格及び条件変更申請書（様式Ｅ） 

 

支援辞退により、奨学金又は授

業料の返納が生じる場合。 

３）「授業料納付額申請書/報告書」（様式４） 

 

支援辞退により、授業料の返納

が生じる場合。 

４）授業料の請求書・領収書等の補足資料 

     

支援辞退により、授業料の返納

が生じる場合。 

※和訳添付 

 

＜留意事項＞ 

○支援辞退により、奨学金又は授業料の返納が生じる場合には、２）「資格及び条件変更申請

書」（様式Ｅ）を提出してください。「７．資格及び条件に係る変更の内容」について、「奨

学金・授業料返納」を選択してください。 

○２）の「７．資格及び条件に係る変更の内容」の「変更後」欄について、返納金額が確定し

ていない場合には、返納額を具体的に書く必要はありませんが、①「奨学金」の返納か、「授

業料」の返納か、「奨学金と授業料の返納」か、②どの時点からの返納になるか、③支援辞

退に伴う返納であることについて記入してください。 

○授業料の返納が生じる場合は、３）、４）についても提出してください。 

 

 

５－２．派遣学生の留学先国・地域での一時不在  

派遣学生が奨学金等の支給期間中、月の初め（初日）から終わり（末日）まで１か月以上にわた

って留学先の国・地域（指定都市の場合は、留学先大学が所在する都市）を離れることになった場

合には、「派遣学生留学先国一時不在届」（様式Ｆ）を速やかに機構に提出してください。ただし、

１か月未満の一時不在については、届出は不要です。なお、学位取得のために必要な現地調査によ

る場合を除き、当該月については奨学金を支給しません。 
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本制度では休学は原則認めませんので、注意してください。 

 

（１）現地調査により留学先国・地域を一時不在になるとき 

月の初め（初日）から終わり（末日）まで現地調査先の国・地域に滞在する場合、届け出た「派

遣学生留学先国一時不在届」（様式Ｆ）を機構が承認したときには、派遣学生に現地調査先の国・

地域の奨学金月額を支給します。ひと月の間に留学先国・地域と現地調査先の国・地域の両方に滞

在する場合には、滞在日数の長短に関わらず、留学先大学の奨学金月額を支給します。（「４－１．

奨学金等の支給額の決定」参照。）ただし、日本に滞在する場合は現地調査であっても、その月は

奨学金を支給しませんので、「（２）現地調査以外の理由により留学先国・地域を一時不在になる

とき」を参照してください。 

 

●提出期限：留学先国・地域での一時不在が明らかになる都度速やかに 

 

提出書類（PDFデータ） 書類作成者 提出先 備考 

１）「派遣学生留学先国一時不在 

届」（様式Ｆ） 

派遣学生 Moodle － 

２）学位取得のために必要である 

旨が記載された公文書 

留学先大学 ※現地調査による一時不在

のみ提出。 

①滞在国・地域、滞在期間が

記載されていること。 

②和訳添付。 

 

本制度では、外務省海外安全ホームページにて「レベル２：不要不急の渡航はやめてください」

以上に該当する地域には、学生を派遣しないこととしましたので、提出前に必ず現地調査先の国・

地域の安全を確認してください。 

 

（２）現地調査以外の理由により留学先国・地域を一時不在になるとき 

帰省や旅行等のため、月の初め（初日）から終わり（末日）まで１か月以上にわたって留学先国

・地域を離れる場合や現地調査のため日本に滞在する場合で、既に機構から奨学金が送金されてい

るときには、返納手続きが必要です。速やかに機構に「派遣学生留学先国一時不在届」（様式Ｆ）

及び「資格及び条件変更申請書」（様式Ｅ）を提出してください。 

 

●提出期限：留学先国・地域での一時不在が明らかになる度に速やかに 

 

提出書類（PDFデータ） 書類作成者 提出先 備考 

１）「派遣学生留学先国一時不在届」（様式Ｆ） 派遣学生 Moodle － 

２）「資格及び条件変更申請書（様式Ｅ）」 派遣学生 奨学金の返納が

生じる場合。 

 

 

５－３．支援期間の変更  

（１）変更の要件 

派遣学生の支援期間は、支援開始手続き完了後に確定します。 
機構が支援開始手続き終了時に通知した派遣学生の奨学金等の支援期間を変更することは、原則と

して認められません。 

ただし、査証発給の遅れや体調不良、家族の事情等、やむを得ない事情であると認められる場合

に限り、以下の要件を全て満たせば変更を認めることがあります。  
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要件１：変更後の支援期間が、変更前の（＝支援開始手続き完了後に確定した）期間を超えな

いこと。  
要件２：変更後の支援開始月が、変更前の開始月と同会計年度内（＝2019年度）に属している

こと。  
  ≪例≫ 

No. 変更前/ 
変更後 期間 変更 

可否 備考 

① 変更前 2019 年８月～2022 年７月（36 ヶ月） 可 要件１、２を満

たす。 変更後 2019 年 10 月～2022 年９月（36 ヶ月） 

② 変更前 2019 年８月～2022 年７月（36 ヶ月） 否 要 件 ２ を 満 た

さないため。 変更後 2020 年４月～2023 年３月（36 ヶ月） 

③ 変更前 2019 年８月～2021 年４月（21 ヶ月） 否 要 件 １ を 満 た

さないため。 変更後 2019 年８月～2021 年７月（24 ヶ月） 

 

（２）申請方法 

支援期間を変更するが必要が生じた場合は、速やかに次の１）、２）を機構に提出し、承認を受 

けてください。なお、支援期間の変更に伴い、不要となる奨学金等を既に受給している場合には、

返納の手続きが必要となります。返納の有無や、返納金額について機構に照会するときには、直近

の奨学金等の受給状況をお知らせください。また、「４－６．奨学金等の返納について」も参照し

てください。 

 

●提出期限：支援期間を変更することが必要になった場合、速やかに 

 

提出書類（PDFデータ） 書類作成者 提出先 備考 

１）「期間変更申請書」（様式Ｄ） 派遣学生 Moodle － 

２）留学先大学の入学許可書等の根拠資   

  料 

留学先大学 該当箇所にマーカーを行

い、和訳も添付すること。 

３）「資格及び条件変更申請書（様式Ｅ） 

 

 

派遣学生 期間変更により、奨学金

又は授業料の返納が生じ

る場合。 

４）「授業料納付額申請書/報告書」（様 

式４） 

 

派遣学生 期間変更により、授業料

の返納が生じる場合。 

５）授業料の請求書・領収書等の補足資 

  料 

 

留学先大学 期間変更により、授業料

の返納が生じる場合。 

※和訳添付 

 

＜留意事項＞ 

○期間変更により、奨学金又は授業料の返納が生じる場合には、３）「資格及び条件変更申請

書」（様式Ｅ）を提出してください。「７．資格及び条件に係る変更の内容」について、「奨

学金・授業料返納」を選択してください。 

○３）の「７．資格及び条件に係る変更の内容」の「変更後」欄について、返納金額を具体的

に書く必要はありませんが、①「奨学金」の返納か、「授業料」の返納か、「奨学金と授業

料の返納」か、②どの時点からの返納になるか、③期間変更に伴い授業料の返納が発生する

ことについて記入してください。 

○授業料の返納が生じる場合は、４）、５）についても提出してください。 
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５－４．留学先大学の変更    

（１）変更の要件 

採用決定後に、派遣学生が応募書類に記入した留学先大学以外に変更することは原則認めません。 

 ただし、本制度審査会が以下の要件を全て満たすと判断した場合に限り、留学先大学変更に関す

る再審査を受けることができます。（審査スケジュールは後述。） 

なお、当該変更により、「募集要項」に掲げる要件を満たさなくなった場合は、本制度による支

援は終了となるので注意してください。  

  要件１：変更先の大学において学位取得のための学修・研究活動が開始していないこと。 

要件２：変更先の大学が採用決定時の大学と同等又はそれ以上のレベルであること。 

要件３：変更先の大学においても採用決定時の大学と同等又はそれ以上の研究が可能であるこ

と。 

  要件４：応募区分（修士・博士）が採用決定時と同等又はそれ以上であること。 

 

再審査を希望する場合は、速やかに「（３）留学先大学の変更申請」に記載の書類を提出してく

ださい。 

当該変更が認められた場合でも、応募区分（修士・博士）を変更する場合を除いて、変更前の（＝

支援開始手続き完了後に確定した）支援期間を超えての支援はできません。 

また、当該変更が認められ、奨学金や授業料の申請金額に変更が生じる場合は、変更後の金額で

改めて支給申請してください。なお、既に支給済みの奨学金や授業料は、変更時に遡って、一度機

構に返納することになります。 

再審査を受けるにあたっては、不備がないよう事前によく確認してください。なお、再審査にお

ける結果については一切お答え出来かねます。 

 

（２）留学先大学変更申請スケジュール 

2019年度の再審査のスケジュールは下表のとおりになります。 

 

申請期限（日本時間） 審査結果通知時期 

2019年 ４月 ８日（月） 午前９時 2019年   ５月末結果通知 

 ５ 月 1 3日 （ 月 ） 午 前 ９ 時 ６月末結果通知 

 ６ 月 1 0日 （ 月 ） 午 前 ９ 時 ７月末結果通知 

 ７ 月 ８ 日 （ 月 ） 午 前 ９ 時 ８月末結果通知 

 ８ 月 1 3日 （ 火 ） 午 前 ９ 時 ９月末結果通知 

 ９ 月 ９ 日 （ 月 ） 午 前 ９ 時 10月末結果通知 

 1 0月 1 5日（火 ）午 前 ９時 11月末結果通知 

 1 1月 1 1日（月 ）午 前 ９時 12月末結果通知 

 1 2月 ９ 日 （ 月 ） 午 前 ９ 時 2020年   １月末結果通知 

2020年 １ 月 1 4日 （ 火 ） 午 前 ９ 時 ２月末結果通知 

 ２ 月 1 0日 （ 月 ） 午 前 ９ 時 ３月末結果通知 

   

＜留意事項＞ 

   ○所定の期限までに申請が完了しない場合（不備や確認事項が解消されない場合を含む。）に 

は、次の回のスケジュールに基づき審査を行います。      

○2020年３月は再審査を行わないので、注意してください。 

（３）留学先大学の変更申請  

●提出期限：「（２）留学先大学変更申請スケジュール」に基づく。 
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提出書類 書類作成者 提出先 
１）「資格及び条件変更申請書（個人応募用）」（様式 E） 派遣学生 Moodle 
２）変更申請書（様式任意） 
３）願書（様式２－１） 
４）経歴書（様式２－２） 
５）留学計画及び修了後の進路計画書（様式２－３） 
６）留学先大学情報（様式２－５） 
７）当初申請大学の入学許可書又は不許可書についての 

文書（第１希望、第２希望）※和訳添付 
留学先大学 

 
８）変更先大学の入学許可書又は受入内諾書（写）※和訳添付 

 
＜留意事項＞ 

  ○２）には次のことを必ず記入してください。 

   ①応募時の留学希望先大学（第１希望、第２希望）の入学許可書の取得状況 

   ②変更理由 

③変更先の大学及び研究のレベルが応募時の大学のものと同等又はそれ以上であること。 

  ○３）～６）の応募時の書類は、2019 年度応募書類になります。 

   継続採用者が留学先大学の変更申請をする場合は、３）～６）の書類に対応するものを提 

出してください。 

  ○３）～６）については、下表を参照して次の２種類の書類を作成・提出してください。 

    ①応募申請書類に変更箇所を朱記見え消ししたもの 

    ②①の見え消しを反映させたもの（黒字） 

  ○７）について、入学許可書（又は受入内諾書）が発行されない、又は受験を辞退した等 

で提出が困難な場合は、代わりにその旨を記載した理由書（様式任意）を作成・提出して 

ください。 

○「修士課程」から「博士課程」に移行する場合には、７）及び８）の代わりに、指導教員等

の留学先大学からの推薦書を添付してください。和訳も必須です。 

○採用後に、ジョイント・ディグリー及びダブル・ディグリー等国際共同学位プログラム

に変更する審査を申請する場合は、上表の書類のほかに、そのプログラムに関する書類を

和訳とともに添付して提出してください。 

 

≪変更箇所朱記見え消しの例≫ 

 

 例１ 例２ 

変更前(当初） 海外留学大学院取得学位型 JASSO大学 

①変更後（見え消し） 
海外留学支援課大学院取得学位

取得型 

JASSO大学  学生支援機構大

学 

②変更後         

（見え消し反映済み） 

海外留学支援課大学院学位取得

型 
学生支援機構大学 

 

 

５－５．その他の内容の変更  

上述の支援期間や留学先大学の変更のほか、応募書類の記入事項や採用登録、支援開始手続きに

登録した内容（国内連絡人を含む。）に、何らかの変更が生じた場合は、速やかに以下の要領で必

ず機構に届け出てください。変更内容によっては奨学金等の受給資格を失う場合があるので注意し

てください。 

また、必要な手続きを行わなかった場合には支援の終了（打ち切り）となり、支給済みの奨学金

等の返納を求めることがありますので、何らかの変更が生じた場合は、必ず速やかに機構まで申請

することを徹底してください。 
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●提出期限：応募時に提出した申請書類の記載内容に変更が生じた場合、速やかに 

 

提出書類（PDFデータ） 書類作成者 提出先 備考 

１）「資格及び条件変更申請書」（様式Ｅ） 派遣学生 Moodle － 

２）変更後の内容に訂正した提出済み申請書類 派遣学生・留

学先大学 

－ 

 

※振込口座に変更がある場合には、派遣学生が作成した「銀行口座届出書」（様式Ａ）をMoodle 

に提出してください。 
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６．報告書の提出について 
 

６－１．支援期間中〔留学状況報告〕                                          

（１）提出書類 

派遣学生は６か月に一度、下表の１）～４）の書類を準備し、応募時の推薦状作成者（以下「推

薦者」という。）に確認を経た上で、機構に提出してください｡ 

また、留学先大学の指導教員に５）の作成を依頼し、留学先大学の指導教員から機構に直接提出 

してもらってください。派遣学生が直接５）を受け取り、機構宛に提出することは認められません。 

なお、派遣学生からの留学状況報告書が２回連続して期限を大幅に遅れて提出された場合又は提

出がなかった場合には、原則支援を終了（打ち切り）することになります。そのため、提出期限は

厳守するようにしてください。 

  

提出書類（PDFデータ） 書類作成者 提出先 備考 

１）「留学状況報告書」（様式Ｇ－１） 派遣学生本人 Moodle － 

２）「学修・研究状況に関する報告書」 

（様式Ｇ－２） 

－ 

３）成績証明書（写） 留学先大学 

 

※非公式でも可 

※和訳も添付すること 

４）成績評価基準の記載がある書類 該当箇所にマーカーを

行い、和訳も添付する

こと 

５）「留学評価書Evaluation Letter」 

（様式Ｇ－３） 

留学先大学の

指導教員 

E-mail － 

  

＜留意事項＞ 

○３）は、オンラインのものをスクリーンショットして提出しても構いません。ただし、派遣

学生の氏名や留学先大学名、単位取得期間や履修科目名、成績評価は必須です。情報が不足

している場合は、追加資料を求めます。また、各成績評価が、どのような価値を持っている

かが分かるよう、成績評価基準（Grading System）も毎回和訳とともに提出してください。 

 ○派遣学生又は推薦者が、学位取得及び専門分野の研究遂行の可能性がないと判断した場合に

は、その旨を記載した文書（様式任意。作成年月日、作成者の署名は必須です。）を作成・

提出してください。 

 

（２）提出期限及び提出対象者 

 提出期限及び提出対象者は下表のとおりです。 

 

 提出期限 対象者 

第１回 2019年９月20日（金） 2019年８月１日（木）の時点で、支援中の派遣学生 

ただし、2019年10月31日（木）までに支援が終了する派

遣学生は、提出する必要はありません。 

第２回 2020年２月28日（金） 2020年３月31日（火）の時点で、支援中の派遣学生 

※2020年３月31日（火）までに支援が終了する派遣学生

は、提出する必要はありません。 
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（３）更新の可否 

 

本制度は単年度ごとの支援制度ですが、支援期間の範囲内で学修・研究状況の内容等を考慮し、

支援開始手続きで認められた支援期間を上限として、支援継続の更新を行います。 

更新に際しては、上記（１）の提出書類の内容を確認した上で、更新の可否を決定し、３月下旬

に通知します。 

 

 

６－２．支援期間終了後〔留学成果報告〕  

派遣学生は、支援期間終了後、下表の１）～５）を提出してください。支援を受けた派遣学生は

全員提出する義務があります（支援辞退者も含む。）。 

支援が終了した後、再度本制度に採用された場合でも直近の支援期間終了までの報告書を作成し

提出する必要があります。 

 

●提出期限：原則として支援期間終了後１か月以内 

 

提出書類（PDFデータ） 書類作成者 提出先 備考 

１）「留学成果報告書」（様式Ｈ－１） 派遣学生 Moodle － 

２）「学修・研究成果に関する報告書」 

（様式Ｈ－２） 

－ 

３）成績証明書 留学先大学 ※公式なものを提出してく

ださい。    

※和訳も添付すること。 

４）成績基準の記載がある書類 ※該当箇所にマーカーを行

い、和訳も添付すること 

５）取得学位記（写） ※和訳添付 

 

 ＜留意事項＞ 

○５）について、支援期間内に学位を取得できなかった場合には、取得学位記（写）の代わり

に理由書を提出してください。理由書には以下３点を必ず記入してください。 

①学位取得が遅れている理由 

②学位取得見込時期 

③学位取得時には速やかに取得学位記（写）を提出する旨 

○留学先大学の指導教員や推薦者、派遣学生本人が学位取得の可能性がないと判断した場合、 

速やかに機構に連絡してください。その場合、奨学金等の受給資格を失うことになりますの

で、支援を終了（打ち切り）することになります。（「７－２．奨学金等の打ち切り」参照。） 

 

 

６－３．状況調査について  

 年に１回（３～４月頃）本制度に関する状況調査を実施します。当調査は支援期間中だけでなく、

支援期間終了後５年間（支援辞退者を含む。）も調査対象となりますので、必ず回答してください。

本制度の趣旨を十分に理解の上、協力してください。 

 なお、複数回採用されている学生（個人番号を複数持つ学生）については、最新の個人番号分の

回答のみで構いません。備考欄に過去の個人番号を漏れなく記入してください。 

 調査項目や提出方法、提出期限については、別途お知らせします。 
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６－４．留学経験を踏まえた社会貢献活動について  

 派遣学生は、支援終了後最低５年間、留学経験を踏まえた社会貢献活動に参加する義務がありま

す。活動状況については、「状況調査」で報告してください。 

 

 

６－５．機構が依頼する各種イベントへの参加、出版物への執筆、調査等への協力  

 機構では、海外の大学や大学院への留学希望者に、留学情報の提供を行っています。そのため、

支援期間中や支援終了後に、機構が実施する海外留学説明会等のイベントや出版物、「留学大図鑑」

を始めとするウェブページで留学体験を紹介することを依頼しますので、協力してください。 
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７．採用の取り消し、奨学金等の打ち切り 
 

７－１．採用の取り消し  

派遣学生が、以下の事項に該当したと機構が判断する場合には、採用を取り消します。 

採用が取り消しとなった場合は、支給済みの奨学金等の返納を求めることがありますので、くれ 

ぐれもご注意ください。 

 

①  2019年度内に正規過程での学修を開始できない場合。【新規採用者のみ該当】 

②  機構が指定する期限までに、支援開始手続きを行わなかった場合【新規採用者のみ該当】 

③  各種変更が生じるにも関わらず、届出がなかった場合 

④  故意・過失の有無に関わらず、応募資格を満たさないと判明した場合。また事後的に応募資

格を失った場合 

⑤  応募書類の記入事項に虚偽が発見された場合 

  ⑥「誓約書」に違反した場合 

 

 

７－２．奨学金等の打ち切り  

派遣学生が以下の事項に該当したと機構が判断する場合には、奨学金等の支援を打ち切ります。

支援が打ち切りとなった場合は、支給済みの奨学金等の返納を求めることがありますので、くれ 

ぐれも注意してください。 

 

①  学位取得の可能性がないと留学先大学の指導教員や推薦者、本人が判断した場合 

②  学業不振または素行不良となった場合 

③  派遣学生としての責務を怠り、派遣学生として支援を受けるのにふさわしくない場合 

   ・留学先大学の国・地域の法令、社会秩序等に違反しないでください。 

   ・派遣学生の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為はしないでください。 

   ・本制度の目的を理解し、留学先大学における学則に従い学修・研究活動に専念してくださ

い。 

   ・各種書類は、決められた期限までに、決められた方法で提出してください。例えば「６－

１．支援期間中［留学状況報告］」において、必要書類の提出が２回連続して期限より大

幅に遅れて提出した場合又は提出がなかった場合が該当します。 

   ・本制度の各種調査に協力してください。 

④  支援開始後の各種申請などにおいて、その内容に虚偽があると認められた場合 

⑤  派遣学生が留学先大学の正規課程を退学した場合 

⑥  短期労働者以外の形態で企業又は大学等に雇用されることが判明した場合 

    ※ここでいう「短時間労働者」とは、フルタイムよりも短い時間（パートタイム）で雇用さ

れた労働者のことであり、例えばアルバイトを指します。 
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2019年度派遣学生の手引き（個人応募用） 

８．奨学金等受給証明書の発行 
 

「奨学金等受給証明書」が必要となった場合は、以下の要領で申請してください。なお、発行ま

でには時間がかかる場合があるので、余裕をもって提出してください。発行した証明書の原本につ

いては、国内連絡人宛に郵送します。 

※機構からは海外発送は行っていません。 

 

●提出期限：証明書が必要となったとき、速やかに 

 

提出書類（PDFデータ） 提出先 

１）「奨学金等受給証明書発行依頼（個人応募用）」（様式Ｉ） Moodle 

 

   ＜留意事項＞ 

○本証明書は、日英併記となります。※他の言語には対応していません。 

○本証明書には、以下の内容が記載されています。 

  ・氏名 

 ・支給期間 

 ・奨学金月額 

 ・授業料（上限250万円までであること） 

○本証明書の金額の表記は日本円です。 

○現地額での併記を希望する場合「奨学金等受給証明書発行依頼（個人応募用）」（様式Ｉ）

の「５．発行依頼理由」にその旨を記入してください。 

○円換算率は、「出納官吏事務規程第14条及び第16条に規定する外国貨幣換算率を定める等

の件（平成30年12月25日財務省告示第341号）（平成31年４月１日適用）」を使用します。 
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2019年度派遣学生の手引き（個人応募用） 

９．その他

９－１．国内連絡人

国内連絡人は、派遣学生と留学中に確実に連絡を取り合えるように努めてください。 

また、派遣学生が留学期間中に災害・事故・病気等の不測の事態に遭遇し、機構と直接連絡ができ

ない場合、本人に代わって機構との連絡窓口となっていただけますようご協力のほどお願い致しま

す。 

９－２．海外での安全管理について

留学に関する情報収集の手段として、機構ホームページ等を活用してください。また、留学に関

する安全情報の収集手段として、外務省「海外安全ホームページ」等を活用してください。   

旅券法第16条により、日本国の旅券を持つ場合は、外国に住所又は居所を定めて３か月以上滞在

するとき、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館（在外公館）に「在留届」を提

出するよう義務付けられています。現地での緊急事態等の発生の場合に在外公館からの連絡や保護

を受けられるよう、現地到着後、必ず最寄りの在外公館に「在留届」を提出してください。 

[在留届電子届出システム] 

○外務省「ORRnet」(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html)

［海外安全情報照会先］ 

○外務省「海外安全ホームページ」(https://www.anzen.mofa.go.jp/)

○領事サービスセンター 海外安全相談班

［留学情報] 

○独立行政法人日本学生支援機構「海外留学支援サイト」（http://ryugaku.jasso.go.jp/）

 

 

 

 

 

 

【重要】安全対策と危機管理について 

本制度では、派遣学生の皆様の安全のため、外務省海外安全ホームページにて「レ

ベル２：不要不急の渡航はやめてください」以上に該当する地域には、学生を派遣い

たしません。派遣学生においても、渡航前及び渡航中は常に最新の情報収集に努め、

常に安全対策と危機管理の意識を持って生活してください。  

留学先の国・地域の治安・状況によっては、機構が留学の中止、延期または帰国勧

告を決定することがあるので、これらの事態等が生じることを理解し、機構の指示が

あった場合には速やかに応じてください。その際、中止・延期または帰国勧告に伴い

発生する違約金、追加必要等については派遣学生が負担することとなります。  

- 29 - 












	１．はじめに
	１－１．海外留学支援制度（大学院学位取得型）の趣旨・目的
	１－２．派遣学生の定義
	１－３．個人情報の取り扱いについて
	１－４．海外留学支援制度（大学院学位取得型）の財源について
	１－５．照会先
	１－６．2019年度海外留学支援制度（大学院学位取得型）派遣学生の手引き
	１－７．2019年度からの変更点
	［各種手続き申請システム「Moodle」【全派遣学生共通】］
	２．各種申請手続きシステム「Moodle」の確認
	２－１.各種手続き申請システム「Moodle」について
	２－２.「Moodle」における各種書類のパスワードについて
	２－３.「Moodle」における提出時の留意事項
	［新規採用者の手続き］
	３．2019年度応募者の支援開始手続き
	３－１．支援開始手続き
	３－２．支援開始手続きに係る諸注意事項
	［各種手続き【全派遣学生共通】］
	４．奨学金等の支給
	４－１．奨学金等の支給額の決定
	４－２．奨学金等支給申請スケジュール
	４－３．奨学金の支給申請（毎月）
	４－４．授業料についての基本事項及び支給申請
	４－５．奨学金等の送金について
	４－６．奨学金等の返納について
	５．必要に応じて行う手続き（辞退、各種変更について）
	５－１．採用又は支援辞退
	５－２．派遣学生の留学先国・地域での一時不在
	５－３．支援期間の変更
	５－４．留学先大学の変更
	５－５．その他の内容の変更
	６．報告書の提出について
	６－１．支援期間中〔留学状況報告〕
	６－２．支援期間終了後〔留学成果報告〕
	６－３．状況調査について
	６－４．留学経験を踏まえた社会貢献活動について
	６－５．機構が依頼する各種イベントへの参加、出版物への執筆、調査等への協力
	７．採用の取り消し、奨学金等の打ち切り
	７－１．採用の取り消し
	７－２．奨学金等の打ち切り
	８．奨学金等受給証明書の発行
	９．その他
	９－１．国内連絡人
	９－２．海外での安全管理について

